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　視察報告

    
先
進
地
に
学
ぶ

先
進
地
に
学
ぶ

　

    
市
議
会
正
副
議
長
・
委
員
長
研
修
視
察
報
告

◆
視
察
日
…
２
月
17
日
〜
18
日

◆
議
員
…
村
田
・
戸
田
・
関
口
・
加
藤
・

　
　
　
　

萩
原
・
小
川
・
山
本

◆
視
察
先
・
内
容

①
亀
山
市
議
会
（
三
重
県
）

　

亀
山
市
は
議
会
改
革
度
調
査

２
０
１
２
ラ
ン
キ
ン
グ
が
全
国
59
位
で

議
会
活
動
の
情
報
公
開
、
住
民
参
加
の

面
に
お
い
て
非
常
に
高
い
評
価
を
得
て

い
る
。

　

開
か
れ
た
議
会
運
営
と
い
う
点
に
お

い
て
は
、
本
会
議
の
生
中
継
・
録
画
中
継
・

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
な
ど
を
活
用
す
る
と

と
も
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
配
信

も
検
討
し
て
い
る
。

②
鳥
羽
市
リ
サ
イ
ク
ル
パ
ー
ク
（
三
重
県
）

　

鳥
羽
市
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
を

導
入
し
た
資
源
ご
み
の
受
け
入
れ
や
生

ご
み
の
堆
肥
化
な
ど
、
ご
み
の
減
量
化

と
リ
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
た
市
民
の
交
流

の
場
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
パ
ー
ク
を
整

備
し
て
い
る
。
小
美
玉
市
に
お
い
て
も
、

ご
み
の
排
出
抑
制
を
図
る
た
め
、
リ

デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル

に
つ
い
て
、
市
民
の
意
識
改
革
を
図
っ

て
い
き
た
い
。

コンテナごと回収業者が引き取るため、
保管庫を建設しなくてもよい

　　　　　　　　　　　亀山市議会にて

●●市議会議員補欠選挙の結果市議会議員補欠選挙の結果
　　　　　　　

（平成 26年 4月 13日執行）

　平成 26 年 4 月 29 日の任期満了に
伴う小美玉市長選挙は市長に 3期目
の島田穣一氏が、欠員 1 人による小
美玉市議会議員補欠選挙により市議
会議員に 幡谷 好文 氏が当選した。

    住所：宮田 692-2
　職業：会社役員
　党派：無所属
　行政区：宮田
　年齢：42 歳

◆大雪被害現地調査を実施◆大雪被害現地調査を実施
　小美玉市では 2月 8 日から 9日にかけて大雪により、パイ
プハウスを中心とした農業用施設に甚大な被害が発生した。こ
うした状況を踏まえ、産業建設常任委員会では現地視察を行い、
被災状況の把握と今後の復旧・防止に向けた課題を整理し執行
部に要請した。
　【調査概要】
　日　時：平成 26 年 3月 28 日（金）午後 1時 30 分から
　視察先：市内大雪被災施設 3箇所
　小美玉市農業施設被災概要
　　パイプハウス：475 棟
　　農業用倉庫　：4棟
　　鶏舎　　　　：4棟
　【要請事項】
　①農業関係被害につい
　　て現状を把握し万全
　　な支援措置を講じて
　　ほしい。
　②国県の支援措置につ
　　いては、被災者に確実に伝えてほしい。
　③小美玉市として独自の支援措置も実施してほしい。
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○
第
７
回
策
定
委
員
会

　
　
　
　
　
　
（
平
成
26
年
１
月
16
日
）

　

体
系
図
を
作
成
す
る
た
め
に
、
追
加

し
て
協
議
す
べ
き
個
別
事
項
の
洗
い
出

し
作
業
を
実
施
し
、
７
項
目
の
具
体
的

事
業
が
追
加
と
な
っ
た
。

○
第
８
回
策
定
委
員
会

　
　
　
　
　
　
（
平
成
26
年
２
月
６
日
）

　

第
７
回
策
定
委
員
会
の
結
果
、
新
た

に
組
み
込
ま
れ
た
具
体
的
事
業
に
つ
い

て
討
議
し
た
。

・
政
治
倫
理
条
例
の
遵
守
…
政
治
倫
理
に

関
す
る
研
修
会
を
条
例
制
定
後
、
速
や

か
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

・
政
策
提
言
に
お
け
る
会
派
の
あ
り
方
の

研
究
及
び
政
務
活
動
費
の
制
度
化
…
ど

ち
ら
も
導
入
す
べ
き
と
し
、「
議
員
定
数

及
び
議
員
報
酬
等
調
査
特
別
委
員
会
」

で
審
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

・
議
員
提
出
条
例
に
よ
る
政
策
立
案
の
取

り
組
み
…
議
員
提
案
に
よ
る
施
策
、
条

例
の
立
案
及
び
提
出
を
促
進
す
る
た
め
、

議
会
内
及
び
執
行
部
と
の
ル
ー
ル
を
明

確
に
す
る
よ
う
、
中
長
期
的
に
実
施
に

向
け
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
第
９
回
策
定
委
員
会

　
　
　
　
　
　
（
平
成
26
年
２
月
20
日
）

　
　
「
小
美
玉
市
が
進
め
る
議
会
改
革
の

体
系
図
」
の
作
成
作
業
を
実
施
し
た
。

こ
の
結
果
、
基
本
方
針
や
具
体
的
事
業

が
出
揃
い
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
馬
渡
先

生
の
意
見
を
聴
取
し
、
次
回
の
委
員
会

で
原
案
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。

○
第
10
回
策
定
委
員
会

　
　
　
　
　
　
（
平
成
26
年
３
月
12
日
）

　
「
小
美
玉
市
が
進
め
る
議
会
改
革
の
体

系
図
」
の
原
案
が
ま
と
ま
っ
た
。
ま
た
、

体
系
図
に
お
い
て
新
た
に
組
み
込
ま
れ

た
具
体
的
事
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

委
員
会
で
事
業
内
容
や
実
施
時
期
な
ど

に
つ
い
て
討
議
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
前
文
に
つ
い
て
は
、
構
成
の

研
究
・
先
進
地
の
調
査
な
ど
を
行
い
、

次
回
の
委
員
会
で
引
き
続
き
原
案
の
作

成
作
業
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●
●
●

傍
聴
し
ま
せ
ん
か
●

●
●

　

策
定
委
員
会
は
、
市
民
の
皆
様
も
傍

聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ア

ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
本
会
議
で
は
味
わ
え
な

い
、
議
員
間
の
討
議
を
傍
聴
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

《
今
後
の
予
定
》

○
第
12
回
会
合　

５
月
８
日(

木)

10
時

〜
12
時　

市
役
所
３
階　

委
員
会
室

　

協
議
内
容
…
議
会
改
革
の
体
系
図
を

作
成
す
る
た
め
、
協
議
す
べ
き
事
項
の

討
議
。
前
文
の
検
討
。

○
第
13
回
会
合　

５
月
22
日(

木)

13 
時

30
分
〜
15
時
30
分　

市
役
所
３
階　

委

員
会
室

　

協
議
内
容
…
議
会
改
革
の
体
系
図
を

作
成
す
る
た
め
、
協
議
す
べ
き
事
項
の

討
議
。
前
文
の
検
討
。

○
第
14
回
会
合　

６
月
９
日(

月)

10
時

〜
12
時　

市
役
所
３
階　

委
員
会
室

　

協
議
内
容
…
大
ま
か
な
条
立
て
の
検

討
。

○
第
15
回
会
合　

６
月
23
日(

月)

10
時

〜
12
時　

市
役
所
３
階　

委
員
会
室

　

協
議
内
容
…
条
文
内
容
の
検
討
。
逐

条
解
説
の
検
討
。

＊
会
議
日
程
や
協
議
内
容
は
進
行
状
況

　

等
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

小
美
玉
市
議
会
基
本
条
例
制
定
に
向
け
て
【
第
3
回
報
告
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｜
議
員
提
案
条
例
等
調
査
特
別
委
員
会
｜

　

小
美
玉
市
議
会
基
本
条
例
を
検
討
す

る
「
小
美
玉
市
議
会
基
本
条
例
策
定
委

員
会
」
が
、
前
回
の
報
告
に
続
き
、
第

８
回
か
ら
第
10
回
の
委
員
会
を
開
き
、

「
小
美
玉
市
が
進
め
る
議
会
改
革
の
体
系

図
」
の
原
案
が
ま
と
ま
っ
た
。

　

ま
た
、
遅
れ
気
味
で
は
あ
る
が
、
条

文
内
容
の
検
討
に
着
手
す
る
こ
が
で
き

た
。
最
初
に
検
討
す
る
の
は
、
条
例
制

定
の
理
念
を
強
調
し
、
条
例
本
体
の
前

に
置
く
「
前
文
」
と
し
た
。

議
会
基
本
条
例
？
・
・
・
議
会
の
役
割
を
再
定
義
し
、
公
開
度
を
上
げ
て
説
明
責
任
を
果
た
す
な
ど
、
議
会
活
動
活
性
化
の
た
め
の
運
営
ル
ー
ル
を
定
め
る
も
の
で
、
議
会
の
「
最
高
規
範
」
と
も
い
え
る
。

　
　

前
文
の
検
討
が
始
ま
る
！

         　
　

 
議
会
改
革
の
体
系
図
案
が
ま
と
ま
る 


